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文部科学省職員及び元職員による再就職等規制違反事案の概要（１）

文部科学省

人事課

局長Ｖ

職員Ｚ

職員Ｙ課長Ｘ H27.6.26 文科省職員の受入れ打診
H27.7.13 退職予定の局長Ｖの履歴書送付
H27.7末 局長Ｖと法人Ａとの採用面談設定
H27.9.10 退職した元局長Ｖの履歴書送付
H27.9.28 法人Ａに対し、文科省の関与隠ぺいを依頼

H27.7 人事課職員Ｙ・Ｚを経由した自己の求職活動
（履歴書作成・提出、面談日程調整）

H27.8.4 退職
H27.8.6 退職２日後に採用面談
H27.10.1 法人Ａに再就職

利害関係有

履歴書共同作成

職員Ｑ

職員Ｐ課長Ｏ

異動（１年後）

求職規制違反行為
（法§１０６の３）

情報提供違反行為
（法§１０６の２）

再就職等監視委員会

H28.5 元局長Vの再就職に関する虚偽回答

H28.7 元局長V・法人A関係者に口裏合せ依頼

H28.8 委員会のヒアリング調査に対し虚偽供述

H28.10 その後の委員会の調査においても関係
者に口裏合せし、虚偽供述を依頼

違反行為の隠ぺい

職員Ｑは職員Ｚと相談の上、文科省ＯＢ（局長Ｖ
の３年先輩）で、法人Ａに再就職した経緯のある
者（元職員Ｗ）の仲介という虚偽の話を作成

職員Ｑは職員Ｐに報告の上、法人Ａ担当者や元
局長Ｖらに対し、再就職等監視委員会のヒアリ
ングに対する想定問答を作成

法人Ａ担当者や元局長Ｖらは、再就職等監視委
員会事務局のヒアリングにおいて、想定問答ど
おり、文科省ＯＢの元職員Ｗを介した再就職と
供述

口裏合せ依頼

虚偽回答

口裏合せに基づく
虚偽供述

人事担当者



文部科学省職員及び元職員による再就職等規制違反事案の概要（２）

文部科学省

人事課

文部科学審議官Ｓ

職員Ｚ職員Ｙ

職員Ｑ職員Ｐ

異動

元人事課職員Ｒ

求人情報

マッチング

人物紹介

人物紹介

求人情報

法人Ｂ・法人Ｃ 等

・現職、退職予定者、ＯＢ
の個人情報

・法人からの求人情報

※調査の過程で判明した事実

職員

・求人に対する適任者の紹介
・地位に就けることの要求・依頼
・地位に関する情報提供の依頼

情報提供違反行為
（法§１０６の２）

人物紹介

H27.12.11地位に関する情報提供の依頼
H28.3頃 求人に対する適任者の紹介

情報提供違反行為
（法§１０６の２）

マッチング内容
について報告・了承

課長
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